
重点地区

※この地図は国土地理院の地図を加工したものです。

自転車指導啓発重点地区（松江警察署） 令和８年１月

この地区でよく見られる違反形態
➢ 携帯電話を使用しながらの運転
➢ 並進
➢ 無灯火

【重点地区】 松江城周辺
➢ 選定理由
・ 学校、官公署が多く、通勤・通学時間帯の自転車利用者が多い
・ 過去３年間で自転車関連事故が９件（うち重傷事故１件）発生
・ 自転車利用者の携帯電話使用や並進、無灯火などの交通違反が多く見られる

警察では、自転車運転者の信号無視等に対し、
指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通
違反に対しては検挙措置を講ずるなど、厳正
に対処しています。、

★自転車を運転する人は次の点に気を付けましょう★
１ 自転車の「ながらスマホ」は禁止！

自転車運転中の携帯電話の使用は、片手運転になり、バランスを崩しやすくなる上、周囲の危険
の発見が遅れ、重大な交通事故に繋がるおそれがありますので、絶対にやめましょう。

２ 並進の禁止！
他の交通の妨げになります。自転車は一列で走りましょう。

３ 夜間はライトを点灯しましょう！
進路前方の安全確認や被視認性向上のため、早めのライト点灯を心がけましょう。

自転車関連事故発生状況（R5～R7合計）

管内 うち重点地区

152件 ９件


